
第 3 部 公 害 の 現 状 と 対 策

第 1 章 大 気 汚 染

第 1 節 大気汚染 の現況

1 概 要

大気汚染に係る環境基準物質の測定を昭和47年度か ら鳥取市松並町 〔鳥取県衛生研究所 (固

定局) 〕 で、 ま た 、 昭和54年 3 月 か ら コ ン テ ナ ー方式に よ る 移動局 (以下 ｢西部移動測定局｣

と 。已ず。 ) で 、 米子市西福原 (鳥取県米子保健所) 、 境港市湊町 (境港市立境小学校) 、 境港

市竹内町 (鳥取県立境港工業高校) 境港市渡町 (境港市立渡小学校) の 4 地点を巡回測定 し 、

それぞれ環境監視を実施 してい る が 昭和54年度の測定結果は次の と お り であ る 。

二酸化硫黄……衛生研究所測定結果は 、 1 時間値の 1 日 平均値 (最高値 . 0 . 0 2 3 ppm ) 並び

に 1 時間値 (最高値 . 0 . 0 6 脚m) と も環境基準を達成 し てい る 。

西部移動測定局測定結果は 、 1 時間値の 1 日 平均値 0 . 0 28 ppm~ 0 . 0 0 2 ppm

1 時間値 0 . 0 6 ppm~ 0 . 0 o ppm と各測定地点 と も環境基準に適合 してい る と

考え ら れる 。

一酸化炭素……衛生研究所測定結果は 、

浮遊粒子状
物 質

二酸化窒素

… ･衛生研究所測定結果は 、 1 時間値の 1 日 平均値 (最高値 . 1 . 7 ppm ) 並びに

1 時間値の 8 時間平均値 (最高値 2 . 4 ppm ) と も環境基準を達成 してい る 。

西部移動測定局測定結果は 、 1 時間値の 1 日平均値 1 . 1 ppm ~ 0 . 2 ppm 、 1

時間値の 8 時間平均値 2. o ppm ~ 0 . 2 ppm と各測定地点 と も環境基準に適合

し てい る と考え ら れ る 。

… ･衛生研究所測定結果は 、 1 時間値の 1 日 平均値 (最高値 0 . 1 1 4 吻メ伽3 ) 並び

に 1 時間値 (最高値 : 0 . 2 6 吻メガ) と環境基準を超えた 日数 ･ 時間数が、 短

期的 には 、 有効測定 日数 3 5 6 日 中 2 日 、 有効測定時間 8, 43 0 時間中 7 時間あ

る が、 環境基準対比では 、 長期的評価を達成 して い る 。

西部移動測定局測定結果は 、 1 時間値の 1 日 平均値 0 . 1 4 2 吻/〆~ 0 . 0 0 4 鰡

/れS、 1 時間値 0 . 5 6 吻/が~ 0 . 0 0 碑/物3 と 環境基準を超えてい る 測定地点

があ る が、 環境基準対比では 、 長期的評価か ら見て、 各測定地点 と も ほ と ん

ど環境基準に適合 し てい る と考え ら れ る 。

･ ･衛生研究所測定結果は 、 1 時間値の 1 日 平均値の年間最高値 0 . 0 2 7 ppm と 環

境基準を達成 し てい る 。
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光 化 学
オ キ シ ダ ン
ト

西部移動測定局測定結果は 、 1 時間値の 1 日 平均値 0 . 0 3 0 ppm~ 0 . o o l ppm

と 各測定地点 と も環境基準に適合 して い る と考え ら れ る 。

･衛生研究所測定結果に よ る と 、 年平均値が 0 . 0 2 7 ppm 、 1 時間値の最高値が

0 . 0 8 ppmであ り 、 環境基準 と の対比では 、 1 3 日 、 7 1 時間環境基準を超えたが

緊急時の措置基準0 1 2 ppm を超え る 濃度は なか っ た。 経年的 に は 、 やや増加

の傾向があ る 。

西部移動測定局測定結果に よ る と 、 年平均値が 0 . 0 3 0 ppm~ 0 . 0 2 7 ppm 、 1

時間値の最高値が 0 08 ppm ~ 0 . 0 7 ppm であ り 、 環境基準を超えた時間があ っ

たか 、 緊急時の措置基準0 1 2 ppm を超え る 濃度は なか っ た 。

表 1 4 大気汚染 に 係 る 環境基準

頻 二酸化い お う 一 酸 化 炭 素 浮遊粒子状物質 二酸化窒素 光化学オキシダン ト

環境上の条件
1 時間値の 1 日 平
均値が0 0 4 皿以下
であ り 、 か つ 、 1

時間値が0 l p囚以 下
で~ あ る こ と 。

1 時間値の 1 日 平
均値が 1 0皿以下で
あ り 、 かつ、 1 時間
値の 8時間平均値が
2 0p即以下である こ と 。

1 時間値の 1 日 平均
値が0. 1 0 吻 / れ3以下
で あ り 、 か つ 、 1 時
間値が 0 2 0吻 / #以
下であ る こ と 。

1 時指謳恒の 1 日平
均値が0 0 4皿か
ら 0. 0 6 P即ま での

ゾー ン内又は、 そ
れ以下である こ と。

1 時報日脆巨が 0 0 6
p即以下で あ る

こ と o

測定方法
溶液導電率法 非分散型赤外分析

。十 を 用 い る 方法
濾過捕集によ る重量濃
度損掟:方法叉は、 こ の
方法 に よ っ て 測定 さ
れた重量濃度 と 直線
的な 関係 を有す る 量
が え ら れ る 光散乱法

ザ ル ッ マ ソ試薬
を 用 い る 吸光光
度法

中性 ヨ ウ 化 ヵ
リ ウ ム溶液を
用 い る 吸光光
度法叉は 、 電
量法

備考

1 浮遊粒子状物質 と は 、 大気中 に 浮遊す る 粒子状物質であって、 その粒径が 10 ミ ク ロ ･透抜下の も の をい う 。
2 光化学オキ シ ダ ン ト と は、 オ ゾ ン、 パー オキ シアセチルナイ ト レ ー ト 、 そ の 他の 光化学反応 に よ り 生成
される酸化性物質 ( 中性ョ ウ化カ リ ゥ ム溶液か ら ョ ウ素を遊離する も の に限 り 、 三鴎盤重素を除 く 。) をい う 。

2 汚染物質別測定結果

の 硫黄酸化物

硫黄酸化物の測定は 、 溶液導電率法に よ る 自動測定機に よ っ て二酸化硫黄の測定を昭和47

年度か ら鳥取市松並町 (鳥取県衛生研究所) で 、 昭和53年度か ら 日 吉津村 日 吉津 (藤山宅

毎月 1 回 、 約 1 週間連続) で 、 ま た 、 昭和54年 3 月 か ら 西部移動測定局設置に よ り 、 境港、

米子両市内の 4 地点を巡回 し測定を実施 し てい る 。

更に 、 二酸化鉛法に よ る 測定を昭和45年度か ら実施 し 、 現在、 鳥取市 5 地点、 倉吉市 4 地

点 、 米子市 6 地点 、 境港市 3 地点、 日 吉津村 1 地点 、 。十 1 9地点で実施 し て い る 。 (表 1 8)

昭和54年度の測定結果を見る と 、 鳥取市松並町 (表 1 5 ) で は 、 有効測定 日数 358 日 で 1 時
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闇値の 1 日 平均値が 0. 0 2 3 ppm ~ 0 . o o l ppm 、 1 時間値が 0 . 0 6 ppm ~ 0. o o ppm と 環境基準

( 日 平均値が 0 . 0 4 ppm以下、 1 時間値が 0 . 1 ppm 以下) を達成 し てい る 。 ま た 、 年平均値が

o o l o ppm で前年度 と 同一であ り 横ばい傾向 に あ る 。

日 吉津村 日 吉津、 西部移動測定局の各測定地点 (表 1 6~表 1 7 ) に ついて も 、 環境基準に適

合 し てい る と考え ら れ る 。

二酸化鉛法に よ る 測定結果に よれば、 最高は鳥取市立病院の 0 2 7 5 吻卸 3/ 日 /1 0 o cれ泙b02

(以下単に ｢勿｣ と 。己す。 ) で、 最低は米子市N H K住吉中継所の 0. 0 2 1 吻であ り 、 汚染の 目

安 と さ れ る 0 . 5 吻を下回 っ てい る 。

表 1 5 自 動測定機に よ る 二酸化硫黄濃度経年変化 (測定地点 鳥取市松並町)

年 有効測

定 日 数

測 定

時 間

年 平

均 値

1 時間値
が 0 1

ppm を超

え た時間

数 と そ の

割合

日 平均値
が 0 04

ppmを超

え た 日 数

と そ の割

合

1 時 間 値 日 平 均 値

日 平均

値の 2

% 除外

値

日 平 均 値

0 04PPm を

超 え た 日 が

2 日 以上連

続 し た こ と

の 有無

環境基準の

長期的評価

に よ る 日 平

均値 0 0 4

PPmを超 え

た 日 数
最高値 最低値 最高値 最低値

及

( 日 ) (時間 ) ( ppm) ぐ時間) ( % ) ( 日 ) ( % ) ( ppm ) ( ppm ) (有× ･ 無P ) ( 日 )

50 3 49 8 , 2 8 9 0 . 0 1 9 0 0 O 0 0 . 0 6 0 . 0 1 0 . 0 3 2 0 0 0 8 0 . 0 2 9 O O

n 340 8 , 0 3 0 0 . 0 1 8 0 O 0 0 0 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 3 3 0 0 0 3 0 . 0 3 1 O O

52 348 8 , 2 78 0 0 1 0 0 0 0 0 0 . 0 3 0 . 0 0 0 . 0 2 2 0 0 0 3 0 . 0 1 8 O O

53 3 5 6 8 , 4 7 5 0 . 0 1 0 0 0 0 0 0 . 0 3 0 . 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 . 0 2 0 O O

54 3 58 8 , 5 3 9 0 . 0 1 0 0 0 0 0 0 . 0 6 0 . 0 0 0 . 0 2 3 0 . 0 0 1 0 . 0 2 1 O O

(注 ) 有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上あ る 日数

表1 6 自動測定機に よ る二酸化硫黄濃度経年変化 (測定地点 日 吉津村 日 吉津)

I う

年度
有効測

定 日 数

測 定

時 間

年 平

均 値

1 時間値
が 。･ 1

胖孃 を超

え た時間

数 と そ の

割合

日 平均値
が 。･ 04

ppm を超

え た 日 数

と そ の割

合

1 時 間値 日 平 均 値
日 平均

値の 2

% 除外

値

日 平 均 値

0 04PPm を

超 え た 日 が

2 日 以 上達

続 した こ と

の 有無

環境基準の

長期的評価

に よ る 日 平

均値 0 04

PPm を超 え

た 日 数
最一割値 最低値 最高値 最低値

( 日 ) (時間 ) ( ppm) (瞬間) ( % ) ( 日 ) ( % ) ( ppm ) ( ppm ) ( 不惑 ‐ 無KO ) ( 日 )

53 7 4 1 , 7 5 1 0 . 0 0 5 0 0 0 0 0 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 1 1 0 . 0 0 0 0 0 1 0 O 0

P4 8 5 2 , 0 3 6 0 . 0 0 5 O 0 0 0 0 . 0 7 0 . 0 0 0 . 0 2 7 0 . 0 0 1 0 , 0 2 4 O 0

(注 ) 有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上あ る 日数
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表18 二酸化鉛法に よ る硫黄酸化物濃度年平均値経年変化 (単位 . 勿S 03/ 日 /1 0o c“ Pb 0 2)

測 定 地 点 昭和め年度 昭和 51 年度 昭和52年度 昭和53 年度 昭和54年度

鳥 取 市

鳥 取 警 察 署

鳥 取 家 政 高 校

鳥 取 市 立 病 院

※1 鳥 取 保 健 所

山 陰 合 銀 鳥 取 支 店

0 . 0 83

0 0 7 1

0 . 1 1 7

0 . 0 6 6

0 . 1 0 3

0 . 0 7 1

0 . 0 7 7

0 0 86

0 0 5 0

0 . 0 7 5

0 . 0 7 9

0 . 0 8 5

0 1 7 8

0 . 0 48

0 . 0 9 3

0 . 0 8 7

0 . 0 9 9

0 . 1 8 7

0 . 0 43

0 . 1 1 0

0 . 1 2 6

0 . 1 1 8

0 . 2 7 5

0 . 0 7 7

0 . 1 3 7

倉 吉 市

倉 吉 市 役 所

日 本 交 通 新 町 営 業 所

県 立 厚 生 病 院

日 ノ 丸バス上丼タ ー ミ ナル

0 . 0 5 2

0 . 2 4 3

0 . 0 5 9

0 0 8 9

0 . 0 3 6

0 . 1 9 8

0 . 0 5 3

0 . 0 6 5

0 . 0 2 6

0 0 7 6

0 . 0 2 8

0 . 0 2 5

0 . 0 6 3

0 . 1 7 9

0 . 0 7 2

0 . 1 4 1

0 . 0 4 2

0 . 1 0 6

0 . 0 68

0 . 0 6 3

米 子 市

夜 見 鉄 工 団 地

N H K 住 吉 中 継 所

皆 生 温 泉 会 館

米 子 保 健 所

米 子 商 工 会 議 所

西 部 総 合 事 務 所

0 . 0 5 9

0 . 0 0 5

0 1 3 0

0 . 1 2 3

0 . 1 8 9

0 . 1 7 5

0 . 0 3 7

0 . 0 0 0

0 . 1 2 9

0 . 1 2 1

0 . 1 6 2

0 . 1 9 1

0 . 0 5 2

0 . 0 2 1

0 1 3 3

0 . 0 6 4

0 . 1 6 6

0 . 2 2 4

0 . 0 5 3

0 . 0 0 9

0 . 1 4 9

0 . 0 4 7

0 . 1 2 6

0 . 1 7 9

0 . 0 5 2

0 . 0 2 1

0 . 1 3 1

0 . 0 5 6

0 . 1 4 6

0 . 2 3 6

日 吉津村 日 吉 津 小 学 校 0 . 0 83 0 . 0 1 7 0 . 0 5 5 0 . 0 84 0 . 1 3 7

境 港 市

済 生 会 境 港 病 院

※2 境 港 警 察 署

※3 米 南 高 境 分 校

0 1 8 1

0 . 0 0 8

0 . 0 0 7

0 . 1 9 4

0 . 0 1 6

0 . 0 0 3

0 . 1 6 8

0 . 0 5 4

0 . 0 2 0

0 . 2 5 1

0 . 0 5 4

0 . 0 3 9

0 . 1 8 0

0 . 0 6 0

0 . 0 3 1

(注 ) ※ 1 印 は昭和53年 8 月 か ら測定点が東南東に約 20 0 腸 移動 し 、 鳥取商工会館に変更。

※ 2印 は昭和5 1年 7 月 か ら 測定点が西に約20 栩 移動 し 、 境港元町病院に変更。 更に昭和

54年 3 月 か ら ゴ ヒヘ約 2 2 0 腸 移動 し 、 境港測候所に変更。

※3 印は 昭和54年 3 月 か ら測定点が北西に約 780 栩 移動 し 、 余子小学校に変更。
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表 1 7 コ ン テ ナ ー方式に よ る 移動局測定結果 (二酸化硫黄)

測 定

地 点

有効測

定 日 数

測 定

時 間

1 時間

値 の

平均値

1 時間値

が 。･ 1

ppm を超

え た時間

数 と そ の

割合

日 平均値
が 。 04

ppmを超

え た 日 数

と そ の割

合

1 時 間値 日 平 均 値
日 平均

値の 2

% 除外

値

日 平 均 値

0. 04PPmを

超 え た 日 が

2 日 以 上達

続 した こ と

の 有無

環境基準
の 長期的

評価 に よ
る 日 平均
値 0. 04

ppm を超
え た 日 数朝誉 最高値 最低値

( 日 ) (時間 ) ( ppm) (時間) ( % ) ( 日 ) ( % ) ( ppm ) ( ppm) ( 有× ･ 無P ) ( 日 )

境 J ･学校 6 0 1 , 4 34 0 . 0 1 2 0 0 0 0 0 . 0 6 0 . 0 0 0 . 0 2 7 0 . 0 0 2 0 . 0 2 5 O O

寧業高幾 5 7 1 , 3 6 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 2 5 0 . 0 0 5 0 . 0 2 5 O O

波小学校 5 7 1 , 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 2 1 0 . 0 0 2 0 . 0 1 9 O O

榛 健 該 1 3 0 3 , 1 0 2 0 . 0 1 2 0 O 0 0 0 . 0 6 0 . 0 0 0 . 0 2 8 0 . 0 0 3 0 . 0 2 4 O O

(注) 有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上あ る 日 数



表 1 9 二酸化鉛法に よ る硫黄酸化物汚染度の評価

汚 染 度 叱 S (%/ 日 / 1 0 O C好 pb 02 評 価

汚 染 度 第 1 度 0 5 以 上 1 . 0 未 満 軽微な 汚染

〃 第 2 度 1 0 以 上 2 0 未 満 普通度の 汚染

" 第 3 度 2 0 以 上 3 0 未 満 中等度の 汚染

" 第 4 度 3 0 以 上 4 0 未 満 やや高度 の 汚染

" 第 5 度 4 0 以 上 高度の 汚染

鰡 pb 02 法に よ る S 鋺 汚染度の判定基準 ( 寺部 )

表20 県内石油製品年度別使用量の推移 ( 単位 K“ )

-

"

I

　 　

　 　 　

蝨逕調i 揮発油 ナ フ サ
ジ ェ ッ ト

燃料油 燈 油 軽 油 A 重油 B 重油 C 重 油
燃料油
合 。十

即年度
使用量 1 8 2 , 3 4 5 1 3 , 5 6 7 5 2 2 5 88 , 2 0 1 1 1 1 0 9 2 1 1 4 , 3 3 5 5 4, 5 3 2 1 2 8 , 5 3 3 6 9 7 , 8 3 0

(構成比 ) ( 2 6 . 1 % ) ( 1 . 9 % ) ( 0 7% ) ( 1 2 6 % ) ( 1 5 . 9 % ) ( 1 6 4% ) ( 7 . 8% ) ( 1 8 4% ) ( 9 9 . 8% 〉

前年伸率 8 . 6 △ 1 7 . O △ 1 5 . 5 2 1 1 3 6 3 2 9 2 6 6 7 1

5 1年度
使用量 1 9 2 9 1 2 1 5 , 単 3 7 , 3 4 6 1 0 4 , 2 2 9 1 2 0 , 2 8 2 1 2 7 5 1 5 5 8 , 2 8 7 1 3 3 . 3 0 9 7 5 8 , 9 9 3

(構成比) ( 2 5 . 4% ) ( 2 . 0 % ) ( 1 0 % ) ( 1 3 7% ) ( 1 5 . 8% ) ( 1 6 8% ) ( 7 7% ) ( 1 7 . 6% ) ( 1 0 0 . 0 % )

前年伸率 5 8 1 1 4 4 0 6 1 8 2 8 . 3 1 1 5 6 9 3 . 7 8 . 8

52年度
使用量 20 2 2 2 8 1 3 , 5 0 8 7 , 0 5 6 1 0 0 , 8 1 8 1 3 0 , 1 8 4 1 2 2 , 7 84 5 7 , 48 8 1 2 6 0 0 8 7 6 0 , 0 7 4

(構成比) ( 2 6 . 6 % ) ( 1 8 %) ( 0 9% ) ( 1 3 . 3% ) ( 1 7 けら ) ( 1 6 . 2 % ) ( 7 . 6 % ) ( 1 6 . 6% ) ( 1 0 0 1 % )

前年伸率 4 8 △ 1 0 6 △ 3 9 △≦ 3 3 8 2 △ 3 7 △ 1 4 △ 5 . 5 0 1

5 3年度
使用量 2 1 8 , 1 7 6 8 , 9 1 7 6 1 8 7 1 0 8 , 9 2 2 1 4 5 , 2 5 8 1 3 5 , 9 2 3 5 2 2 7 3 1 3 5 , 1 3 8 8 1 0 , 7 9 4

(構成比) ( 2 6 9 % ) ( 1 1 ラリ ( 0 8 % ) ( 1 3 4% ) G 7 9% ) ( 1 6 8% ) ( 6 4% ) ( 1 6 . 7% ) ( 1 0 0 0 % )

前年伸率 7 . 9 △ 3 4 . O △ 1 2 3 8 0 1 1 6 1 0 7 △ 9 1 7 . 2 6 7

54年度
使用量 2 2 5 , 3 1 5 3 , 5 8 7 1 3 , 7 2 9 1 1 0 , 8 2 1 1 6 2 2 6 1 1 4 5 , 9 2 0 49 , 0 0 5 1 3 0 , 9 2 0 84 1 , 5 5 8

(構成比) ( 2 6 8% ) ( 0 . 4% ) ( 1 6 % ) ( 1 3 2 % ) ( 1 9 3% ) ( 1 7 . 3 % ) ( 5 . 8% ) ( 1 5 6の ( 1 0 0 0 % )

前年伸率 3 . 3 △ 5 9 8 2 2 1 . 9 1 . 7 1 1 7 7 4 △ 6 . 3 △ 3 1 3 8

( 県量産翳発生付傍爆,攣れ“ 一統討月 報 ' ･は ‘ )
(2 ) 一酸化炭素

一酸化炭素の測定は 、 非分散型赤外分析法に よ る 自 動測定機に よ っ て昭和50年 6 月 か ら鳥

取市松並町 (鳥取県衛生研究所) で 、 ま た昭和54年 3 月 か ら西部移動測定局装置に よ り 境

港 米子両市内 4 ヵ所を巡回 し測定を実施 し てい る 。

昭和54年度の測定結果を見 る と 、 鳥取市松並町 (表2 1 ) で は 、 有効測定 日数 3 6 4 日 で 1 時
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間値の 1 日 平均値が 1 . 7 ppm ~ 0 l ppm 、 1 時間値の 8 時間平均値が 2 4 ppm ~ 0 1 ppm と

環境基隼 ( 日 平均値が1 o ppm 以下、 8 時間平均値が20 ppm 以下) を達成 し て い る 。 ま た 、 年

平均値が 0 5 ppm で前年度 0 6 ppm に対 し横ば い傾向 に あ る 。 西部移動測定局 (表22 ) で は 、

各測定地点に お いて 、 1 時間値の 1 日 平均値 、 1 時間値の 8 時間平均値 と も環境基隼に適合

し て い る と考え ら れ る 。

表2 1 自 動測定機に よ る 一酸化炭素濃度経年変化 (測定地点 を鳥取市松並町 )

年度
有薩顔u

定日数

測 定

時 間 辞擁
8 時間値

が 20ppnn

を超 え た

回数 と そ

の割合

日 平均値

か 1 O PPm

を超 え た

日 数 と そ

の割合

1 時間値

1 時間値

の 8 時間

平 均 値

日 平均値

平値2除値日均の%外
日 平均値

1 O PPm を

超 え た 日

か 2 日 以

上連続 し

た こ と の

有無

環境基準

の 長期的

評価 に よ

る 日 平均

値 1 O PPm

を超 え た

日 数

最高

値

最低

値

最高

値

最低

値

最高

値

最低

値

( 日 ) (時間 ) (ppm (回 ) ( % ) ( 日 ) ( % ) ( ppm ) ( ppmり (獲り ( 日 )

斡 1 7 3 4, 1 1 9 1 2 O O O O 4 O 2 2 0 3 1 7 O O

51 2 3 1 5 , 4 2 6 1 2 O O O O 5 O 4 1 0 1 3 4 0 3 2 0 O O

52 測 定 実 績 な し

53 1 0 0 2, 3 9 2 0 6 O O O O 1 1 O 2 9 0 2 1 4 0 2 1 1 O O

54 3 6 4 8, 7 1 5 0 5 O O O O 5 O 2 4 0 1 1 7 0 1 0 9 O O

(注 ) 有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上あ る 日 数

表22 コ ン ブ ナ ー方式に よ る 移動局測定結果 (一酸化炭素)

測定場所 効定数有測日 定間測時 時値平値1間の均
8 時間値

が 20 ppm

を超 え た

回数 と そ

の割合

日 平均値

が 1 o ppm

を超 え た

日 数 と そ

の割合

1 時間値

1 時間値

の 8 時間

平 均 値

日 平均値

平値2除値日均の%外
日 平 均
値 1 0

PPm を

超 え た

日 が 2

日 以上

連続 し
た こ と

の 有無

環境基
凖の長

期的評

価に よ

る 日 平

均値 1 0

PPm を

超 え た

日 数

最高

値

最低

値

最高

値

最低

値

最高

値

最低

値

( 日 ) (時間 ) (ppm) ( 回 ) ( % ) ( 日 ) ( % ) ( ppm ) (ppm) ( 蘂 ) ( 日 )

境 小･学校 5 8 1 , 3 3 8 0 4 O O O O 3 O 1 5 0 2 1 1 0 2 0 9 O O

群工義 5 7 1 , 3 6 2 0 4 O O O O 2 O 1 1 0 2 0 7 0 2 0 6 O
O

波小学校 5 6 1 , 3 3 3 0 . 3 O O O O 1 O 0 8 0 2 0 6 0 2 0 5 O O

榛 健 訴 1 5 2 3, 6 3 9 0 6 O O O O 3 O 2 0 0 2 L 1 0 2 l o O O

(注) 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上あ る 日数
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自動車排出 ガス に よ る 大気中の一酸化炭素の測定は 、 昭和50年度から鳥取市の中心地に当

た る 末広温泉町 ( 日 交旅行セ ン タ ー ) で 、 昭和53年度か ら米子市の中心地 に 当 た る 加茂町

(中国電力米子営業所) で 、 更に昭和54年 5 月 か ら鳥取市松並町 (丸山交差点) に お い て 、

毎月 1 回 、 定電位電解法に よ る 24時間連続測定を実施 し てい る 。

昭和54年度の測定結果を見る と 、 鳥取市末広温泉町 (表23 ) 、 米子市加茂町 (表24 ) 鳥

取市松並町 (表25 ) と も l 時間値の 1 日 平均値が 4. 5 ppm ~ 1 . 8 胖m 、 2 . 5 ppm ~ 0 . 6 Ppm 、

2 . 7 脚m ~ 1 3 ppm□ 、 1 時間値の 8 時間平均値が 6 9 ppm ~ 1 o ppm 、 3 7 ppm ~ 0 2 ppm 、

3 . 9 ppm ~ 0 . 8 ppm と 環境基準に適合 し てい る と考え ら れる 。

表23 一酸化炭素濃度測定結果経年変化 (測定地点 . 鳥取市末広温泉町) (単位 . ppm )

X
1 時 間 値 1 時間値の 8 時間平均値 1 時 間値 の 1 日 平均値

最 高 値 最 低 値 最 高 値 最 低 値 最 高 値 最 低 値

50 2 0 0 1 5 . 2 0 . 8 9 . 8 3 . 7

5 1 2 0 0 1 3 . 6 0 . 7 9 . 1 1 . 9

52 1 5 0 7 . 5 1 . 0 4 . 6 2 . 1

53 1 0 0 5 . 6 0 . 5 3 . 7 2 . O

54 9 増■I4 6 . 9 1 . 0 4 . 5 1 . 8

表24 一酸化炭素濃度測定結果経年変化 (測定地点 " 米子市加茂町) (単位 : ppm )

X
1 時 間 値 1 時間値の 8 時間平均値 1 時間値 の 1 日 平均値

最 高 値 最 低 値 最 高 値 最 低 値 最 高 値 最 低 値

53 8 0 6 0 0 . 1 3 . 8 0 . 5

54 5 0 3 . 7 0 . 2 2 . 5 0 . 6

『

　 　

表25 一酸化炭素濃度測定結果経年変化 (測定地点 を鳥取市松並町) (単位 : ppm )

X
｢

1 時 間 値 1 時間値の 8 時間平均値 1 時 間値 の 1 日 平均値

最 高 値 最 低 値 最 高 値 最 低 値 最 高 値 最 低 値

54 6 0 3 . 9 0 . 8 2 . 7 1 . 3
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図 1 県内 自動車保有台数の推移
･ 1 万台

( 1 0 0, 1 2 8 台 )

( 1 1 7, 3 5 3 台 )

( 1 3 3, 6 3 1 台 )

( 1 4 8, 8 9 6 台 )

( 1 6 0, 3 0 6 台 )
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( 1 9 6, 6 2 6 台 )

( 2 1 1 , 5 2 7 台 )
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5 1
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の め のめのめのめののめのめあの

　　　　　 　　 　
( 2 2 1 , 2 6 1 台 )

(鳥取県陸運事務所調べ)

(3) 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の測定は 、 光散乱法に よ る 自 動測定機に よ り 浮遊粉 じんの測定を実施 し 、

併せて ロ ー ボ ノ ウ ム ･ エ ア ー サ ンプ フ ー を用 いて浮遊粒子状物質 (大気中に浮遊 し てい る 粉

じんの う ち粒径が1 0 ミ ク ロ ン以下の も の 。 ) の 同時採取を行い 、 重量濃度補正を行 う 方法で、

昭和48年 9 月 か ら鳥取市松並町 (鳥取県衛生研究所) で 、 昭和54年 3 月 か ら西部移動測定局

設置 に よ り 、 境港 ･ 米子両市内 4 地点を巡回 し測定を実施 し てい る 。

昭和54年度の測定結果を見る と 、 .鳥取市松並町 (表26) で は 、 1 時間値の 1 日 平均値が

0 . 1 1 4 吻/〆~ 0 . 0 0 7 勿/錺S、 1 時間値が 0 2 6 吻/れS~ 0 . 0 0 吻/れ$ と短期的に は有効測定

日数 3 5 6 日 中 2 日 、 有効測定時間 8, 43 0 時間中 7 時間 と環境基準 ( 日平均値が0 . 2 0 吻ノガ以

下、 1 時間値が 0 . 1 0 礪ノゼ以下) を超えて い る が、 環境基隼の長期的評価に よ る と環境基準

を達成 してい る 。 ま た 、 年平均値が 0 0 30鰡/れ3で前年度 0 . 0 2 5 礪/れ3 に対 し横ばい傾向 に

あ る 。

西部移動測定局 (表27 ) では 、 境港工業高校にお いて 、 1 時間値の 1 日平均値が 0 1 42 礪

ノダ~0 . 0 1 4 7吻/れ3、 1 時間値が 0 . 5 6 増/れ3~ 0 . 0 0 勿/〆 と短期的 に は 、 有効測定 日数57

日 中 4 日 、 測定時間 1 , 3 64 時間中 7 時間 と環境基準を超えてお り 、 ま た 、 米子保健所に お い

て も 1 時間値が 0 . 2 9 吻/れS~ 0 . 0 0 吻/れ3 と 測定時間 3 , 6 2 2 時間中 8 時間 と環境基準を超え

ては い る が 1 時間値の平均値がそれぞれ 0 . 0 5 1 笏/れ3、 0 . 0 3 0 吻/れ3であ り 、 ま た 、 長期
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的評価か ら 見て も 、 お おむね 、 環境基準に適合 し てい る と 考え ら れ る 。

表26 自 動測定機に よ る 浮遊粒子状物質濃度経年変化 (測定地点 を鳥取市松並町 )

年度 効定数有測日 定問測時 平値年均
1 時間値

か 0 2餌噂

イ伽3 を超

え た時間

数 と そ の

割合

日 平均値

が0 1 餅噂

イ物S を超

え た 日 数

と そ の割

1 時 間 値 日 平 均 値

日 平均

値の 2

% 除外

値

日 平均値

0 1 0鰡/
れSを超 え
た 日 が 2

日 以上連

続 し た こ

と の 有無

環境基準

の 長期的

評価 に よ

る 日 平均

値0 1 0吻

イ物3 を超
え た 日 数

最 高

値

最 低

値

最 高

値

最 低

値

( 日 ) (時間 ) (叱り (時間) ( % ) ( 日 ) ( % ) ( 叱り (% ) ( 獲り ( 日 )

拗 3 2 7 7 , 7 39 0 04 2 1 5 0 2 5 1 5 0 5 5 0 00 0 1 2 5 0 0 0 3 0 0 8 9 O O

51 3 3 3 7, 9 1 6 0 0 3 7 5 0 1 ･1･1- 0 3 0 6 0 0 0 O 0 1 5 5 0 0 0 4 0 0 8 6 O O

52 3 5 3 8, 4 1 5 0 0 2 3 2 0 0 O 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 6 0 0 5 0 O O

53 3 5 6 8, 4 7 7 0 0 2 5 O 0 0 O 0 O 0 1 5 0 0 O 0 0 6 7 0 0 0 2 0 0 5 3 O O

54 3 5 6 8, 4 3 0 0 0 3 0 7 0 1 2 0 6 0 2 6 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 7 0 0 6 7 O O

(注 ) 有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上あ る 日 数

表27 コ ン ブ ナ ー方式に よ る 移動局測定結果 (浮遊粒子状物質)

測 定

場 所

効定数有測日 定間測時
1 時間

値の平

均 値

1 時間値

が0 2 0 加野

イゼ を超

え た時間

数 と そ の

割合

日 平均値

が 0 1 0 濯げ

/れS を超

え た 日 数

と そ の割

1 時 間 値

最 高 最 低

値 値

日 平 均 値

最 高 最 低

値 値

日 平均

値の 2

% 除外

値

日 平均値

o 1 0 場ゾ
れ3を超 え
た 日 か 2

日 以 上連

続 し た こ

と の 有無

環境基準

の 長期的

評価 に よ

る 日 平均

値0 1 0栩

イれ3 を超
ぇ た 日 数

( 日 ) (時間) 偽. ) (罰 ( % ) ( 日 ) ( % ) (叱り 偽り 擦る ) ( 日 )
L

境小学校 60 1 , 4 34 0 0 3 5 O O O O 0 1 5 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 7 0 08 6 O O

境港工業
高 校

57 1 , 3 64 0 0 5 1 7 0 5 4 7 0 0 5 6 0 0 0 0 1 4 2 0 0 1 4 0 1 2 7 × 3

渡 小学校 57 1 , 3 56 0 0 2 9 O O O O 0 1 2 0 0 0 0 04 8 0 0 1 2 0 0 4 7 O O

米 子

保 健 所
1 5 2 3, 6 2 2 0 0 3 0 8 0 2 O O 0 2 9 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 4 0 0 6 9 O O

(注 ) 有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上あ る 日 数

(4) 窒素酸化物

窒素酸化物の測定は 、 ザル ッ マ ン試薬を用 い る 吸光光度法 (ザル ッ マ ン係数 0 8 4 ) に よ る

自動測定機に よ っ て昭和48年 5 月 か ら鳥取市松並町 (鳥取県衛生研究所) で 、 ま た 、 昭和54

年 3 月 か ら 西部移動測定局没置 に よ り 、 境港 米子両市内の 4 地点を巡回 し測定を実施 し て
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い る 。

昭和54年度の測定結果を見 る と 、 二酸化窒素にお いて 、 鳥取市松並町 (表28 ) では 、 有効

測定 日数 3 58 日 で 1 時間値の 1 日 平均値が 0 . 0 2 7 ppm~ 0 . 0 0 2 ppm と環境基隼 ( 1 時間値の

1 日 平均値が 0 . 0 4 ppm か ら 0 . 0 6 ppm ま での ゾー ン 内 ま た は 、 それ以下。 ) を達成 し て い る 。

ま た 、 年平均値が 0 . 0 1 o ppm で前年度 0 . 0 1 1 ppm に対 し横ばい傾向 に あ る 。

西部移動測定局 (表29 ) では 、 各測定地点 と も環境基隼に適合 し てい る と 考え ら れ る 。

表28 自 動測定機に よ る二酸化窒素濃度の経年変化 (測定地点 を鳥取市松並町)

年度 効定数有測日
測 定

時 間

年 平

均 値

日 平均値
カゞ 0 . 0 6

ppm を超
えた 日数
と その割
合

1 時 間 値 日 平 均 値

日 平均

値の年

間98%

値

98%値評
価に よ る
日 平均値
カゞ 0 . 0 6

ppm を超
えた 日 数最高値 最低値 最高値 最低値

( 日 ) (時間 ) @p副 ( 日 ) (% ) ( ppm) ( ppm) ( 日 )

50 3 1 9 7 , 5 0 2 0 . 0 1 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 4 0 . 0 0 2 0 0 2 7 O

5 1 2 7 0 6 , 3 6 8 0 . 0 1 3 O 0 0 1 2 0 . 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 . 0 2 9 0

5 2 34 1 8 , 0 3 9 0 . 0 1 2 0 0 0 . 0 7 0 . 0 0 0 0 3 2 0 . 0 0 3 0 0 2 4 O

53 3 2 0 7 , 6 3 1 0 . 0 1 1 0 0 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 2 6 0 . 0 0 3 0 . 0 2 0 O

54 3 5 8 8 , 5 64 0 . 0 1 0 0 0 0 . 0 7 0 . 0 0 0 . 0 2 7 0 0 0 2 0 . 0 2 1 0

(注) 有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上あ る 日 数

表29 コ ン ブ ナ ー方式に よ る 移動局測定結果 (二酸化窒素)

測 定場所 効定数有測日
測 定

時 間

1 時間

値の平

均 値

日平均値
が 0 . 0 6

ppm を超
えた 日 数
と その割
合

1 時 間 値 日 平 均 値
日平均

値の年

間98%

値

98%値評
価に よ る
日 平均値
カゞ 0 . 0 6

ppm を超
えた 日 数

最高値 最低値 最高値 最低値

(日 ) (時間 ) ( ppm ) ( 日 ) (% ) ( ppm ) ( ppm ) ( 日 )

境 小 学 校 5 7 1 , 3 6 3 0 0 0 9 0 0 0 . 0 5 0 0 0 0 . 0 2 9 0 . 0 0 1 0 0 2 5 0

境 港 工 業
高 校 5 5 1 , 3 1 6 0 . 0 0 6 0 0 0 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 1 4 0 . 0 0 1 0 . 0 1 3 0

渡 小 学 校 58 1 , 3 8 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 1 8 0 . 0 0 1 0 0 1 6 0

米子保健所 1 5 3 3 , 6 5 7 0 . 0 1 3 0 0 0 0 6 0 . 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 . 0 2 3 0

(注) 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上あ る 日 数

(5) 光化学オ キ シ ダ ン ト

オ キ シ ダ ン ト の測定は 、 電量法 (昭和53年 1 2 月 か ら 吸光光度法) に よ る 自動測定機に よ っ
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て昭和48年 6 月 か ら鳥取市松並町 (鳥取県衛生研究所) で、 昭和54年 3 月 か ら 西部移動測定

局設置 に よ り 、 境港 米子両市内 4 地点を巡回 し測定を実施 し てい る 。

昭和54年度の測定結果を見 る と 、 鳥取市松並町 (表30 ) では 、 1 時間値が0 . 0 8 ppm~ 0 0 o

ppm と昼間測定 日数 34 5 日 中 1 3 日 、 昼間測定時間数 5, 1 1 3 時間中7 1 時間 と 環境基隼 ( 1 時門

値が 0 . 0 6 ppm以下) を超えてい る が、 緊急時の措置基準 0 . 1 2 ppm を超え る濃度は なか っ た 。

ま た 、 昼間の 日 最高 1 時間値の年平均値が 0 . 043 ppm と 前年度 0 . 0 3 7 ppm に対 し若干高 く な

っ てお り 、 経年的 に は増加の傾向 に あ る 。

西部移動測定局 (表3 1 ) で は 、 昼間の 1 時間値が環境基準を超えた 日 数 時間数がそれそ

れ境小学校で昼間測定 日数58 日 中 2 日 、 昼間測定時間数 86 9 時間中 6 時間 、 境港工業高校て

昼間測定 日数57 日 中 4 日 、 昼間測定時間数 854 時間中 8 時間 、 渡小学校で昼間測定 日数57 日

中 1 日 、 昼間測定時間数 849 時間中 1 時間 、 米子保健所で昼間測定 日数 1 48 日 中 5 日 、 昼門

測定時間数 2, 2 1 6 時間中 14時間あ る が 緊急時の措置基準 0. 1 2 篦mを超え た濃度は な く ま

た 、 被害的 な う っ た え も なか っ た。

表30 自 動測定機に よ る オ キ シ ダ ン ト 昼間濃度の経年変化 (測定地点 を鳥取市松並町)

年度 効定数有測日 齪鯛 解離
1 時間値

0 06 PPm

を超 え た

時間 と 割

合

1 時間値 日 平 均値

間定数昼測日 間定間昼測時
昼間の 1

時間値 が

0 06 PPm

を超 え た

日 数 と 時

間数

昼間の 1

時間値が

0 1 2 Ppnn

以上の 日

数 と 時間

数

間1間の高昼の時値最値
昼間 の

日 最高

1 時間

値の 年

平均値誉糟 誉憎
( 日 ) G時間) ( ppm) ぐ闘間1 ( % ) ( ppm ) ( ppm ) ( 日 ) (時間) ( 日 ) (隣朝間) ( 日 ) く時間) ( ppm) ( ppm )

閃 348 8, 2 4 2 0 0 1 6 1 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 04 5 0 0 0 1 3 6 2 5 , 2 3 7 3 1 0 O O 0 0 8

51 3 5 2 8, 3 3 9 0 0 1 9 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 48 0 0 0 1 3 64 5 , 2 7 1 1 2 O O 0 0 7 0 0 3 1

52 測 定 実 績 な し

53 1 0 6 2 5 2 6 0 0 2 4 O O 0 0 6 0 0 O 0 0 42 0 0 1 1 1 0 7 1 , 5 7 9 O O O O 0 0 6 0 0 3 7

54 3 4 5 8, 2 0 9 0 0 2 7 8 6 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 6 3 4 5 5, 1 1 3 1 3 7 1 O O 0 0 8 0 0 4 3

　

I

園 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間が 2 0時間以上あ る 日 数

昼間 と は 5 時か ら 2 0時 ま での時間帯

昭和5 3年度測定 か ら 吸光光度法に よ る 測定
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表虹 コ ン テ ナ ー方式に よ る 移動局測定結果 ( オ キ シ ダ ン ト )

測 定場所 効定数有測日 鞭蝸 時値平値1間の均
1 時間値

o. 0 6PPm

を超 え た

時間 と 割

1 時間値 日 平均値

間定数昼測日 間定間昼測時
昼間の 1

時間値が

0. 0 6 Ppnn

を超 え た

日 数 と 時

間数

昼間の 1

時間値が

o 1 2 PPm

以上の 日

数 と 時間

数

間1間の高昼の時値最値
昼間の

日 最高

1 時間

値の 年

平均値

最高

値

最低

値

最高

値

最低

値

( 日 ) G時間) ( ppm) (嚇拗川 ( % ) ( ppm ) ( ppm ) ( 日 ) (時間 ) ( 日 ) (鯛間) ( 日 ) (時間)(PPm) ( PPm)

境小学校 58 1 , 3 9 1 0 . 0 3 0 6 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 7 58 8 6 9 2 6 O O 0 0 8 0 0 4 0

鶴港工義 5 7 1 , 3 6 3 0 0 32 6 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 2 5 7 8 54 4 8 O O 0 0 7 0 0 4 4

波小学校 5 7 1 , 3 54 0 0 30 11- 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 4 5 7 84 9 1 1 O O 0 0 7 0 0 4 1

米 子

保 健 所
1 4 8 3 , 5 3 1 0 0 28 1 7 0 5 0 0 8 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 6 1 52 2, 2 1 6 5 1 4 O O 0 0 8 0 0 4 4

園 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間が 2 0時間以上あ る 日 数
昼間 と は 5 時か ら 2 0時ま での 時間帯

同 降下ばい じん

降下ばい じんの測定は 、 ブポ ジ ノ ト ゲー ジ法に よ る 測定を昭和46年 9 月 か ら 開始 し 、 現在

4 市 1 村、 。十 5 地点で実施 してい る 。

昭和54年度の測定結果 (表32 ) を見 る と 、 最高は境港市米川町 (済生会境港病院) の 12 . o

t on/緬2/月 で 、 最低は倉吉市葵町 (倉吉市役所) の 1 3 t on /腕 2ソ月 であ る が 年平均を

見て も全測点で汚染の 目安 と さ れてい る 1 0未満t on /腕 2ソ月 の部類に入 り 軽微な汚染 と い

え る 。 ま た 、 経年的 にみて も横ばい傾向 に あ る 。

表32 降下ばい じん量の経年変化

測定年月

測定点

昭和50年度 昭和5 1年度 昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度

暈 最低 鴻 暈
局 罨 携 量 蒸 平均 曼

量 罨 平均 暈
局 罨 平均

鳥 取
山陰合同銀行
鳥 取 支 店 9 . 7 2 . 6 6 . O 9 . 7 1 6 4 . 7 1 0 . 0 2 . 7 6 . 2 10 . 8 2 . 3 6 0 7 . 9 2 . 9 5 . 1

倉 吉 倉 吉 市 役 所 7 1 2 1 4 . 8 5 . 7 1 . 5 3 . 3 5 5 1 7 3 . 2 8 . 4 1 . 1 4 . O 7 . 2 1 3 3 . 4

米 子
西 部 総 合
事 務 所 7 2 1 . 8 4 1 13 0 1 . 8 5 . 7 5 . 9 2 1 3 . 8 9 . 2 0 9 4 6 10 . 7 2 5 5 . 6

境 港
済 生 会
境 港 病 院 9 . 5 1 9 4 2 1 2 5 1 . 8 5 . 7 6 . 5 1 . 9 3 . 9 9 . 8 1 . 7 4 . 8 1 2 . O 3 . 5 6 . 7

日 吉津 日 吉津小学校 4 4 1 . 6 ( 3 1 ) 6 1 1 2 3 . O 7 . 2 1 . 5 3 . 8 7 . 9 1 . 4 4 . 9

園 ( ) 内 は年度 を通 し て 採取時間が 6. 0 0 0 時間に達 し な い 場合
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テ ポ ジ ノ ト ゲ ー ノ法 に よ る 降下 ぱい じ ん 汚
染度の 評価

汚染度
降下ぱい じ ん量
“(“" / 婦 / 月 )

評 価

1 0 未満 軽 微 な 汚 染

つ乙 1 0 以 上 2 0未満 中 等 度 の 汚 染

3 2 0 以上 高 度 の 汚 染

第 2 節 大気汚染 の 防止対策

1 法 条例による規制

( 1 ) 法 に よ る 規制

大気汚染防止法の し く み と し ては 、 施長の種類を定め (現在 、 ば い煙発生施没28種 、 粉 じ

ん発生施長 5 種) 各施設を没置 し よ う と す る者 、 及び現に没置 し てい る 施没を変更 し よ う と

す る者に対 して 、 届 出 の義務 (大気汚染防止法第 6 条装置届 、 同法第 8 条変更届 ) を課 し 、

ま た 、 ば い煙排出者の遵守すへき排出基準を定め 、 こ の排出基準に適合 し な い場合、 ばい煙

排出者に対 し直罰を下す (同法第 1 3条) か あ る い は 、 。十画変更や改善を命 じ (同法第 14条 )

こ れに従わな い場合は 罰則が適用 さ れ る 。

な お 、 現在 、 硫黄酸化物 ばい じ ん 有害物質 (塩化水素等) 窒素酸化物等について、

排出基隼が定め ら れて い る 。

ア 硫黄酸化物

硫黄酸化物の排出基準 (施行規則第 3 条) は 、 排出 口 の高 さ に応 じて定め ら れた硫黄酸

化物の許容限度 と し て q = K X I け3 日 e2 ( q は 1 時間当た り の硫黄酸化物の排出基準

量、 H e は有効煙突高 、 K は排出係数) で表 さ れてお り 、 規制 は K値で行われてい る 。 本県

は 、 昭和49年 4 月 1 日 か ら 全域が1 7 5 と な っ て い る 。

イ は い じ ん

ばい じんの排出基準 (施行規則第 4 条 ) は 、 ばい煙発生施没にお いて発生 し 、 排出 口か

ら大気中 に排出 さ れ る は い じ ん量に つ い て 、 発生施設の種類及び規模ご と に規制 さ れてい

る 。

ウ 塩化水素

塩化水素の排出基隼 (施行規則第 5 条第 1 項) は 、 ばい煙発生施役に おい て発生 し 、 "E

出 口 か ら大気中 に排出 さ れ る塩化水素 に つい て 、 発生施役の種類 こ と に規制 さ れてお り

本県では廃棄物焼却炉が該当 し てい る 。

工 窒素酸化物
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固定発生源に対す る全国一律の窒素酸化物排出基準 (施行規則第 5 条第 2 項) に つ い て

は 、 昭和48年 8 月 に大型施没を対象 と す る第 1 次規制が、 昭和50年 1 2 月 に対象施没の拡大

等を内容 と す る第 2 次規制を 、 ま た 、 昭和52年 6 月 に対象施役の拡大及び排出基準の強化

を主 と す る 第 3 次規制を 、 さ ら に 昭和54年 8 月 1 0 日 か ら 対象施没の拡大 し た第 4 次規制を

実施 し てい る 。

(別添資料参照)

オ そ の他の有害物質

そ の他の有害物質 (塩化水素を除 く 。 ) の排出基準 (施行規則第 5 条第 1 項) は 、 ば い煙

発生施没に お い て発生 し 、 排出 口 か ら大気中 に排出 さ れ る 有害物質につい て 、 発生施設の

種類 ごと に規制 さ れてい る 。

力 粉 じん

粉 じんに関す る規制 は 、 粉 じ ん発生施設につ いて定め ら れてい る構造並びに使用及び管

理に関す る基準 (施行規則第1 6条) に よ り 規定 さ れてい る 。

以上、 県では 、 ばい煙排出者に果 さ れてい る排出基準の遵守を監視す る ため 、 県内各保

健所及び衛生研究所を通 じ て、 施没立入検査を行い 、 煙道中排ガス 測定、 重油の抜き 取 り

(含有硫黄分測定) 等を実施 し 、 排出基準を上回 っ てい る 施設に は 、 ば い煙排出者に対 じ 、

施設改善指導を実施 し てい る 。

昭和54年度末現在にお け る ばい煙発生施没 (表33) ま た 、 粉 じ ん発生施設 (表34 ) は

次の と お り であ る 。

表 33 大気汚染防止法に基づ く ばい煙発生施設種類別届 出数

第令別秀
項番号

施 設 名 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 。十

"-I▲ ボ イ フ ー 1 5 8 1 7 1 5 88 1 9 1 1 4 48 3

2 ガ ス 発 生 炉 2 2 4

5 溶 解 炉 7 7

6 金 属 加 熱 炉 7 7 1 4

7 石 油 加 熱 炉 ずI具 2 3

9 焼 成 炉 2 5 7

1 0 直 火 炉 3 3

1 1 乾 燥 炉 6 〔 6 〕 3 〔3〕 1 〔1〕 8 〔8〕 9 〔3〕 1 〔 1 〕 2 8 〔2 2〕

1 2 電 気 炉 2 2

1 3 廃棄物焼却炉 9 1 3 4 6 3 9 1 0 8 1

。十 1 7 8 ( 1 2 7) 3 3 (2 5) 2 0 ( 1 4) 1 0 9 (7 9) 2 6 7 ( 1 5 7) 2 5 ( 1 8) 6 3 2 (4 2 0)

困 〔 〕 骨材乾燥炉数 ( ) 工場 事業場数 ( 昭和5 5年 3 月 3 1 日 現在 )
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表34 大気汚染防止法 に基づ く 粉 じ ん発生施設種類別届出数

令別表
第二の
項番号

施設名 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 。十

2 堆 積 場 2 11- 2 6 1 1

3 コ ン ベ ア 2 5 2 5 3 1 7

4 離 嬢 4 6 2 4 1 1 7

5 ふ る い 3 2 1 6

。十 8 ( 4 ) 1 5 ( 4 ) 6 の 3 ( 3 ) 1 5 ( 9 ) 4 ( 1 ) 5 1 ( 2 2 )

(昭和55年 3 月 3 1 日 現在)鰐 。 工場 事業場数

(2 ) 自動車排出 ガス規制

自動車排出 ガス に よ る大気汚染防止対策 と し て 、 国 に お いては中央公害対策審議会の答

申 に基づき新車及び使用過程車を対象 と し て一酸化炭素、 炭化水素、 窒素酸化物等に係る

規制が段階的に強化 さ れ、 排出 ガス 量の削減が図 ら れて い る 。 (別添資料参照)

圏 条例に よ る規制 I

鳥取県公害防止条例 (昭和46年1 0月 1 2 日 公布、 県条例第35号、 昭和47年 4 月 1 日 施行) に

よ る 規制は 、 パー ク 炭製造施段及び貯蔵施設、 打綿機、 混打綿機を粉 じん関係特定施設 (表

35 ) と し 、 施設管理基準 (表36 ) を定めて規制 し てい る が 昭和54年度末現在の届出数は次

の と お り であ る 。

表35 粉 じ ん関係特定施役と規模

施 設 名

1 . パ ー ク 炭 ( の こ 屑、 木皮等 を炭化 さ せ微粉炭に し た も の ) 製造施設及び貯蔵施設

2. 打綿機及び混打綿機

表36 粉 じ ん関係特定施設に係 る構造並びに使用及び管理に関す る基準

管 理 基 準

次の各号の いずれか に該当す る こ と 。

1 粉 じ ん が飛散 し に く い 構造の 建築物内 に 設置 さ れ て い る こ と 。

2 フ ー ト 及び集 じ ん機が設置 さ れ て い る こ と 。

3. 戸 ･ 窓等が密閉 さ れ て い る こ と 。

4. 前各号 と 同等以上の 効果 を 有す る 措置が講 じ ら れ て い る こ と 。

“““““““
‐‐““‐･
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表37 公害防止条例に基づ く 粉 じん関係特定施設種類別届 出数 (昭和55年 3 月 3 1 日 現在)

施 設、、~選遡所名 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 。十

打 綿 機 1 6 ( 1 2 ) 8 ( 8 ) 6 ( 6 ) 2 6 ( 2 4 ) 4 1 ( 34 ) 5 ( 5 ) 1 0 1 ( 8 9 )

混 打 綿 機 1 ( 1 ) 7 ( 1 ) 8 ( 2 )

で 貯 歳 き 謎 漿 2 ( 2 ) 2 ( 2 )

。f 1 6 ( 1 3 ) 1 0 ( 1 0 ) 6 ( 6 ) 3 3 ( 2 5 ) 4 1 ( 3 4 ) 5 ( 5 ) 1 1 1 ( 9 3 )

困 ( ) は事業場の数

2 監視状況と行政指導

m 煙道中排出 ガス 測定立入検査

昭和54年度中に煙道中排ガス 測定立入検査を実施 し た施段数 (表38) は 、 延9 1施設 ( 39工

場 ･ 事業場) であ り 、 こ の う ち 、 ばい じんの量が排出基準を超えた 3 施没 ( 3 工場事業場)

に つ いて 、 改善指導を実施 し 、 改善がな さ れて い る 。

表38 昭和54年度煙道中排ガス 測定立入検査状況

令 別 表 第 1

の 施 設 数

硫黄酸化物 ば い じ ん 塩 化 水 素 窒素酸化物 。十

匙鹸 魁籤 匙公 驫援 匙公 匙緩 為公 驫援 匙公 灌議
1 - ホ イ フ ー 1 9 0 2 3 ◆-‐▲ 1 9 0 6 1 ( 2 4) 1 ( 1 )

9 - 焼 成 炉 ｣1I▲ 0 1 ( 1 ) 0

1 l - 乾 燥 炉 2 0 2 0 1 0 5 ( 2ノ O

1 3 一 廃棄物焼却炉 4 0 1 2 2 7 0 1 0 2 4 ( 1 2 ) 2 ( 2 )

。十 2 5 0 38 3 7 0 2 1 0 9 1 ( 3 9 ) 3 ( 3 )

圏 ( ) 工場 事業場数

( 2 ) 重油抜取 り 検査

大気汚染防止法に 基づ く 硫黄酸化物排出基準 ( K値規制 ) に係 る 適合状況に つい て昭和 54年

度中 に 2 1 0 工場 事業場 に立入検査を実施 し、 使用燃料中の重油 の抜 き 取 り 検査 を行 っ た結果い

ずれ も 基 準以下であ っ た 。

(3 ) 大気関係監視指導状況

昭和54 年度中 に 実施 した ばい煙発生施設及び粉 じ ん発生施設等に対 し て 施設の改善等で行政

指導 し た廷件数は表 39 の と お り で あ る 。
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表39 大気関係監視延指導件数

項目 ばい煙発生施設

話

粉じん発生施設

討 合。十

法 条例 その他法 その他

導
数

日
件導指
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